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研究成果の概要（和文）：  本研究は、余暇支援を含む福祉サービスを活用することで、事業型非営利組織であ
る総合型地域スポーツクラブ（以下、総合型クラブ）において、障害者（障害児を含む。以下、同様）が障害に
応じた指導を持続的に受けられると共に、総合型クラブにとっても障害者に過度な経済的負担を求めること無く
収益が担保できる、総合型クラブにおける障害者スポーツ分野の持続可能な有償サービスモデルについて検討し
たものである。

研究成果の概要（英文）：     This research examines a sustainable fee-based service model for 
disabled sports at business type nonprofit comprehensive community sports clubs (hereinafter 
referred to as comprehensive clubs). In this model, social welfare services (that include leisure 
support) are used so that both people with disabilities (including children; the same applies 
hereinafter) can receive continual guidance in accordance with their disability at comprehensive 
clubs and comprehensive clubs can earn money without placing an excessive burden on people with 
disabilities.

研究分野： アダプテッド・スポーツ
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 地域住民のスポーツ参加の場として、
また、コミュニティ形成の場として、総合型
地域スポーツクラブ（以下、総合型クラブ）
への期待が高まっており、地域住民の誰もが
参加できることが望ましいからこそ、障害者
についても、総合型クラブへの参加が可能な
しくみづくりが求められていた。 
 
(2) 従来の障害者のスポーツ参加の場は、
人的・物的に公的支援がなされている障害者
スポーツセンターや障害者スポーツ協会、社
会福祉協議会等の主催する障害者を対象と
したスポーツ教室・大会、福祉施設内のサー
クル活動、障害者の家族・知人が立ちあげて
いるサークル活動、道路や公園等であったこ
とから、障害者の参加するスポーツ組織の維
持・発展に着目したクラブマネジメントの観
点からの障害者の参加のためのしくみづく
りに関する研究は、非常に少ない状況にあっ
た。 
 
(3) 自主事業収入を収入源の基本とする事
業型非営利組織としての総合型クラブにと
って、安全への配慮や障害ゆえにきめ細かい
指導が求められる障害者スポーツ分野は、リ
スクが高くかつ人件費がかさみ不採算部門
となる可能性が高い。そのため、積極的な事
業化がほとんどなされてこなかった分野で
あった。 
 
(4) 総合型クラブは社会的経済セクターに
位置づく事業型の NPO 組織であり、他セク
ターや他組織との協働関係を築きながら組
織の維持・発展を念頭におく必要があること
から、障害者のスポーツ参加のしくみづくり
においても、このようなクラブマネジメント
の観点を念頭においた研究が必要であった。 
 
２．研究の目的 
 総合型クラブの社会経済セクターとして
の位置づけに着目して他セクターや他組織
との協働に活路を見出し、総合型クラブが不
採算に陥ることなく障害者を受け入れるこ
とのできる、持続可能な障害者スポーツ分野
の事業化モデルを検討すること。 
 
３．研究の方法 
 以下の 2つの方法で、行った。 
(1) 障害者の総合型クラブへの参加に際し
て、受益者負担を軽減しつつ、総合型クラブ
への収入も確保する方法として、福祉サービ
スの活用に着眼した。具体的には、障害者の
社会参加と余暇支援を事業目的に含む障害
者移動支援事業（通称：ガイドヘルパー制度）
を活用して、障害特性に応じたスポーツ指導
ができる障害者スポーツ指導員がガイドヘ
ルパー資格を取得することで、総合型クラブ
における障害者スポーツ分野の有償サービ
ス事業化モデルの構築の可能性を検討した。 

 その際、福祉サービスの市場化と営利化の
問題点の整理を行い、総合型クラブにおける
福祉サービスを活用した障害者スポーツ分
野の有償サービス事業化モデルにおける問
題点を検討した。 
 
(2) 日本における障害者の参加する総合型
地域スポーツクラブが、社会経済セクターと
して位置づく可能性を検討するため、海外の
地域スポーツクラブにおける障害者スポー
ツ発展システムと日本におけるそれの比較
を行った。また、地域スポーツクラブの福祉
領域における有償サービス制度の担い手で
ある他セクター、他組織との協働の事例を分
析した。 
 
４．研究成果 
(1)  障害者スポーツ指導員のガイドヘル
パー資格を取得による、総合型クラブにおけ
る障害者スポーツ分野の有償サービス事業
化において、福祉サービスの１つであるガイ
ドヘルパー制度を活用により、参加する障害
者の受益者負担額は小さくしつつ、総合型ク
ラブにおいては受益者以外からの収入源に
よる確保可能となることから、受益者負担を
軽減しつつ、総合型クラブへの収入も確保す
る方法として有用である可能性が高いこと
が明らかとなった。 
 
(2) 一方で、事業化に向けては以下の 3 つ
のことが大きな課題となることが明らかと
なった。 
① 関係機関・人をつなぐコーディネート組
織が必要であるということである。 
運動・スポーツの行為主体である「障害者」、
障害者福祉サービス等の利用計画の作成を
行う「計画相談支援事業所」、障害者への運
動・スポーツを中心とした支援が可能なガイ
ドヘルパーを派遣する「ガイドヘルパー派遣
事業所」、障害者の運動・スポーツ参加の場
となる「総合型地域スポーツクラブ」、障害
者への運動・スポーツの支援が可能な「ガイ
ドヘルパー」、障害者への運動・スポーツの
専門的知識を有する学生を有する「大学・専
門学校」、「障害者スポーツ指導員」等が連携
しないとしくみづくりができないため、これ
らの組織や人を結ぶことが必要であった。こ
のことについて、既存のいずれかの組織にコ
ーディネート機能を持たせることは職員の
過重労働となり現実的ではない。コーディネ
ート組織をどのように構築するかは、今後の
課題である。 
② 軽度障害者のガイドヘルパー派遣の場
合、ガイドヘルパー派遣事業者に入る報酬が
重度障害者に比べて低くなる一方で、派遣に
必要な手続きに関わる事務的時間は変わら
ないことから、結果として軽度障害者に対す
るガイドヘルパー派遣にはインセンティブ
が働きにくいことが明らかとなった。 
このことが明らかとなったことから、これを



乗り越える方法として、報酬単価への障害の
程度の影響が小さい福祉サービスの活用を
検討した。その結果、放課後等ディサービス
を利用したしくみについて新たに検討した。
その結果、総合型クラブが自前で放課後等デ
ィサービスを実施する方法、および、放課後
等ディサービスと総合型クラブが連携して
放課後等ディサービスがスポーツプログラ
ムを実施し、そこに総合型クラブから障害者
スポーツ指導者派遣を行う方法が考察され
た。いずれの方法においても、受益者負担を
軽減しつつ、総合型クラブへの収入も確保す
る方法として妥当性が高いものとなったが、
前者においては、総合型クラブの運営者が福
祉制度に精通している必要性があることか
ら、どの総合型クラブにおいても実施できる
とは限らないものであった。また、利用者の
年齢制限が 18 歳であることから、障害のあ
る成人の参加ができないという課題もあっ
た。後者においては、単なる指導者派遣事業
となってしまった場合、健常者と障害者とが
同じクラブのクラブ員であるという意識が
醸成されにくいことが懸念された。 
③ 日本障がい者スポーツ協会公認の障が
い者スポーツ指導者は、約 2 万 5 千人（H30
年 3月現在）おり、そのうち約 8割の 2万人
が初級障がい者スポーツ指導員である。初級
障がい者スポーツ指導員がガイドヘルパー
資格を取得し、障がい者へのスポーツ指導を
行うことを念頭においたが、障害・疾病別に
専門特化された養成形態ではないことから、
指導が不得手な疾病・障害もあるということ
が明らかとなった。したがって、このことを
踏まえたマッチングや研修会の充実等が必
要となると考察された。 
 
(2) 地域スポーツクラブの先進国であるド
イツと日本の地域における障害者のスポー
ツ発展システムに関する比較を行った。 
その結果、ドイツでは障害者の地域クラブに
おけるリハビリテーションスポーツ参加に
際して医療保険が適用されている背景には、
障害者の社会参加や社会的包摂といった平
等思想の高まりや、社会連帯に基づく相互扶
助の考え方、当事者組織からの働きかけ（ボ
トムアップ）が基盤としてあった。一方で、
日本ではいくつかの国際的な障害者スポー
ツイベントをきっかけとして、国家主導によ
って地域の障害者のスポーツ発展システム
が構築されてきていることが明らかとなっ
た。 
また、障害者の地域スポーツクラブへのリ

ハビリテーションスポーツ参加を可能にし
ているドイツでは、障害者のリハビリテーシ
ョンスポーツに関連する複数の組織の自発
性と互助性に基づき、コーディネート組織と
して共同代表を置くという方法をとってい
ることが明らかとなった。 
 これらのことを踏まえると、障害者の参加
する総合型地域スポーツクラブが社会経済

セクターとして位置づくためには、スポーツ
それ自体やスポーツクラブが、地域住民（障
害者を含む）によるボトムアップによってつ
くられた「みんなのもの」となっていくこと、
また、障害者の権利条約や障害者差別禁止法
等の広がりによる社会的包摂の機運の高め
ていくことが、クラブマネジメントの観点と
同時に必要であると考察された。 
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